
貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ 第３回議事概要 

 

日 時： 平成２４年１１月１日（木） １４：００ ～ １６：３０ 

場 所： 合同庁舎第２号館１６階 国際会議室 

 

事務局からの資料説明の後、質疑応答及び意見交換が行われた。概要は以下のとお

り。 

 

【貸切バスの運賃・料金に対する課題、提案等について】 

○ 安全に関する遵法意識があるバス会社とそうでないバス会社とを明確にすること

が必要ではないか。 

○ 安全性を確保する最低限の価格を法で定めて取引金額の最下限とした上で、自由

競争市場に委ねるということも考えられる。 

○ 一般消費者にとって貸切バスは身近な存在でありながら、直接契約を結ぶことは

少なく、契約内容や条件に関する認識は希薄である。また、契約に関する必要事項

が事前に示されなかったり、事後に料金が追加されたといったトラブルが多い。 

○ 公示運賃・料金の水準は平成3年から見直されておらず、機能していない。 

○ 貸切バス選定・利用ガイドラインのさらなる周知徹底が必要ではないか。 

○ バス事業の規制の見直しと同時に旅行業の規制の見直しも行い、両者が互いにル

ールを守って事業を行わなければ、適正な取引は成り立たない。 

○ 参入規制の見直しや監査のあり方の見直しも併せて行い、市場を正常化できれば

非常に良い。 

○ バス運転士の賃金・労働条件の低下、慢性的な運転士不足、運転士の高齢化等、

運転士を取り巻く環境は厳しく、運行管理者による運転士へのサポート体制の強化、

運転士の人材育成、適正な労働時間の管理、健康管理、車両の整備等にかかる必要

コストが最低限保障される運賃・料金制度を構築するべき。 

○ スクールバス等の長期契約については、契約期間に応じた一定の割引制度を検討

してもいいのではないか。 

○ 利用者からすると、貸切バスは運送のプロだから安全であることが当たり前であ

って、その上で得られるサービスが代金に見合っているかどうかに意識が向いてお

り、この点で事業者側の認識とずれているのではないか。 

○ 仮に運賃・料金が引き上げられたとしても、借り入れの返済等に充てられてしま

い、安全のための投資は後回しになってしまうのではないか。 

 

【貸切バス事業の運賃・料金実態調査結果（第２報）について】 

○ 新規事業者とそうでない事業者との別や、地域によって運賃等がどう異なってい

るかについても分析してはどうか。 

 

【実効性のある貸切バスの運賃・料金制度の構築に向けた検討について】 

○ 貸切バスの事業許可を受けている事業者の安全性を、国土交通省はどこまで担保

しているのか。その上で、貸切バス事業者安全性評価認定制度はどういう位置づけ

なのか。 

○ 運賃と料金はそれぞれどういった要素が含まれ、違いは何なのか。また、料金の



目安や規制を設けるべきか。手数料についても規制が必要か。料金は利用者に見え

にくいので、もっと見やすい形のものを構築しなければならない。 

○ 公示運賃の制度自体を見直して下限運賃等を設定するのか、現行制度のままで現

在の原価を基に算定し直すのか。その場合、計算方法をどうするのか。原価計算を

一からやるということは、バス事業者にも膨大な負担をかけることになるので、そ

れを踏まえた上でやるかやらないかを決めるべきではないか。 

○ 契約時の書面に運賃の算出根拠等の明細を付記することで、なぜその運賃になっ

たのか、説明責任を果たす必要があるのではないか。また、運賃の算出根拠等をホ

ームページ等で情報公開することで、消費者や旅行業者と貸切バス事業者との間で

情報共有ができるようにする必要もあるのではないか。バス事業者、旅行業者とも

に旅客に対して運賃・料金制度を理解してもらう必要がある。 

○ 全国一律で原価計算を出すのは難しく、例えば運輸支局単位で原価計算を出し、

それを積み上げて運輸局単位で平均し、そこに燃料高騰や事業者努力等によってプ

ラスアルファを加味した運賃にするというのも一つの考えではないか。 

○ ドライブレコーダーやデジタルタコグラフ、衝突防止装置といった安全に対する

コストについても原価計算の中に入れるべきではないか。 

○ 現行の運賃制度には上限があるが、そもそも上限は需要が多くて供給が少ないと

き、つまり売り手市場の時の消費者保護の観点であり、今の市場の状態で上限を設

定する必要があるのか。 

○ 下限運賃を下回るような運賃というのは、最低限の安全対策もやっていないとい

うことであって、そういうバス事業者は淘汰されていくべきではないか。また、下

限を下回る運賃で旅行会社が発注した場合には、罰則をかけるのも一つの案ではな

いか。ただし、下限運賃を、これを下回る運賃は良くない事業者であるといった最

低の水準としてしまうと、かなり低い水準になってしまうのではないか。 

○ 運送申込書、引受書、乗車券の書式を見直して、運賃がきちんとわかるようにす

る必要がある。 

○ 原価はサンプル調査でもいいので算出し、標準的な単価は求められる安全性や人

件費を加味して原価に上乗せした形で計算するということも考えられる。 

○ ガイドを採用した場合、仕事の有無に関わらず年間を通じて教育・研修を行って

給与を支給している訳であり、ガイド料は運賃に加味すべきではないか。 

○ 適正に運賃が上がれば、旅行業者としても利用者にバスの代金はこれだけかかる

ということを説明することができ、利用者の理解を得ることも可能ではないか。 

 

 

以 上 


